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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一の記録媒体に対して、像担持体上に形成された現像剤像の転写、定着を複数回行う
画像形成動作が可能な画像形成装置において、
　前記記録媒体の搬送路上での位置を検知する複数の位置検知手段と、
　前記位置検知手段の検知結果に基づいて、第１の記録媒体サイズとして前記定着前の記
録媒体サイズを、第２の記録媒体サイズとして前記定着後の記録媒体サイズをそれぞれ算
出するサイズ算出手段と、
　前記第１及び第２の記録媒体サイズから定着前後における記録媒体の伸縮率を算出し、
該伸縮率に基づいて画像形成動作を制御する制御手段とを有することを特徴とする画像形
成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、前記位置検知手段がそれぞれ複数の画像読取
素子から成り、前記記録媒体の角部の座標を検出することで前記記録媒体の搬送路上での
位置を検知することを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の画像形成装置において、前記位置検知手段を移動させる駆動
手段を有し、
　前記位置検知手段が、前記駆動手段により前記記録媒体のサイズ毎に予め定められた搬
送路上の位置に移動されることを特徴とする画像形成装置。
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【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の画像形成装置において、前記制御手段が、前記記
録媒体の伸縮率に基づいて、前記記録媒体の両面に画像形成を行う両面画像形成動作にお
ける第２面目あるいは同一面に重ねて画像形成を行う合成画像形成動作における第２回目
以降の画像形成動作を制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の画像形成装置において、前記制御手段が、前記記
録媒体の伸縮率に基づいて、画像形成が行われる画像のサイズを補正する制御を行うこと
を特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　同一の記録媒体に対して、像担持体上に形成された現像剤像の転写、定着を複数回行う
画像形成動作が可能な画像形成装置の制御方法であって、
　前記記録媒体の搬送路上での位置を検知する位置検知工程と、
　前記位置検知工程における検知結果に基づいて、第１の記録媒体サイズとして前記定着
前の記録媒体サイズを、第２の記録媒体サイズとして前記定着後の記録媒体サイズをそれ
ぞれ算出するサイズ算出工程と、
　前記サイズ算出工程において算出された第１及び第２の記録媒体サイズから定着前後に
おける記録媒体の伸縮率を算出する伸縮率算出工程と、
　前記伸縮率算出工程において算出された伸縮率に基づいて画像形成動作を制御する制御
工程とを含むことを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機やプリンタ等の画像形成装置及びその制御方法に関するものである。
特に、記録媒体の第１面と第２面に画像形成する両面画像形成や、記録媒体の第１面に複
数回画像形成する合成画像形成が可能な画像形成装置及びその制御方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来例に係る画像形成装置について、レーザビーム露光方式を用いた電子写真方式の画
像形成装置を例に、図６及び図７を用いて説明する。図７は、従来例に係る画像形成装置
の概略構成図である。
【０００３】
　画像形成装置は、像担持体としての感光体ドラム５０５、現像手段としての現像ユニッ
ト５０６、クリーナ５０７、帯電手段としての帯電器５０８、転写手段としての転写ロー
ラ５０９、露光手段としてのレーザ光学ユニット５１０から成る画像形成部を有する。感
光体ドラム５０５は、光の照射によって電気的特性が変化する光半導体層が形成されてお
り、画像形成動作中は定速回転を行う。
【０００４】
　画像形成動作は以下に示すステップに従って行われる。
【０００５】
　（１）帯電：帯電器５０８により感光体ドラム５０５の光半導体層を均一に帯電させる
。
【０００６】
　（２）レーザ露光：感光体ドラム５０５に向けて、後述するレーザ光学ユニット５１０
によりレーザ光を照射し（破線Ｂ）、感光体ドラム５０５上に画像パターン（静電潜像）
を形成する。
【０００７】
　（３）現像：現像器５０６ａにより、感光体ドラム５０５上に形成された静電潜像にト
ナー容器５０６ｂに収容されている現像剤としてのトナーを付着させ、トナー画像を形成
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する。
【０００８】
　（４）転写：転写ローラ５０９により、感光体ドラム５０５上のトナー画像を、記録媒
体としての記録紙に転写させる。
【０００９】
　（５）定着：定着手段としての定着器５１１により、記録紙の加熱及び加圧を行い、未
定着トナーを記録紙上に定着させる。トナー画像の定着された記録紙は排紙トレー５１２
上に排出される。
【００１０】
　（６）クリーニング：記録紙上に転写されずに感光体ドラム５０５上に残った残トナー
をブレード５０７ａによりかき落し、かき落された残トナーは排トナー容器５０７ｂ内に
蓄積される。
【００１１】
　記録紙は、給紙カセット５１３または手差しトレー５１４に積載される。そして、給紙
ローラ５１５により、画像形成部に搬送され、定着器５１１による定着後、排紙トレー５
１２に排出されるか、あるいは後述する両面搬送路に搬送される（破線Ａ）。
【００１２】
　図６は従来例に係る画像形成装置及び、後述する本発明に係る画像形成装置のレーザ光
学ユニット５１０の概略構成図である。
【００１３】
　図６において、６０１はレーザ駆動装置であり、６０２は半導体レーザである。半導体
レーザ６０２の内部にはレーザ光の一部を検出する不図示のＰＤセンサが設けられ、ＰＤ
センサの検出信号を用いて半導体レーザ６０２の光量を一定に保持する制御を行う。半導
体レーザ６０２から発せられたレーザビームはコリメータレンズ６０３及び絞り６０４に
よりほぼ平行光となり、所定のビーム径で回転多面鏡６０５に入射される。
【００１４】
　回転多面鏡６０５は図６中矢印Ａ方向に等角速度の回転を行っており、この回転に伴っ
て、入射したレーザビームが連続的に角度を変える偏向ビームとなって反射される。偏向
ビームとなったレーザビームはｆ－θレンズ６０６により集光作用を受ける。一方ｆ－θ
レンズは同時に走査の時間的直線性を保証する歪曲収差の補正を行い、レーザビームは感
光体ドラム５０５上に、図６中矢印Ｂ方向に等速で結合走査される。６０７は回転多面鏡
６０５からの反射光を検出するビームディテクトセンサ（以下、ＢＤセンサと呼ぶ）であ
る。ＢＤセンサ６０７の検出信号は回転多面鏡６０５の回転と画像データの書き込みの同
期をとるための同期信号として用いられる。
【００１５】
　従来の画像形成装置においては、画像形成モードとして、記録紙の片面に単一の画像を
形成する通常モードの他に、記録紙の片面に重ねて画像を形成する合成モードと、記録紙
の両面に画像を形成する両面モードとを備えたものが知られている。合成画像形成モード
及び両面画像形成モードにおいては、同一の記録紙に対して画像の転写と定着を複数回繰
り返すようにして画像形成が行われている。
【００１６】
　ここで、合成画像形成モード及び両面画像形成モードについて図７を用いて説明する。
上述したステップにより第１面目に画像形成が行われた記録紙は、定着器５１１の下流側
に設置され、上下に開閉駆動を行うフラッパ５１６により装置下部に搬送される。装置下
部に搬送された記録紙は、フラッパ５２１によって、両面画像形成モードの場合には記録
紙反転部５１７に搬送され、合成画像形成モードの場合には記録紙反転部５１７を経由せ
ずに直接両面搬送ローラ５１８に搬送される。記録紙反転部５１７に搬送された記録紙は
、記録紙反転部５１７において記録紙先端が反転させられ両面搬送ローラ５１８に搬送さ
れる。両面搬送ローラ５１８に搬送された記録紙は、両面搬送ローラ５１８、５１９、５
２０により駆動される両面搬送路を通って、再度画像形成部に搬送され、２回目以降の画
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像形成が行われる。
【００１７】
　ところが、合成画像形成モード及び両面画像形成モードにおいては、同一の記録紙に転
写と定着を複数回繰り返し行うため、１回目の定着によって記録紙が加熱、加圧された結
果、記録紙に縮みや伸びが発生してしまう。そのため、２回目以降の画像形成時に１回目
の画像形成と同じ倍率で画像を転写、定着すると、特に合成画像形成の場合に画像間に食
い違いが生じて適正な画像が得られないという問題があった。
【００１８】
　このような問題点を解決する方法として、例えば以下に示すものが提案されている。
【００１９】
　第１の例（従来例１）としては次のものである。すなわち、定着後の記録紙の搬送路上
にセンサを設置する。そして、該センサにより、記録紙が通過する通過時間ｔ［ｓ］と記
録紙の搬送速度Ｖ［ｍ／ｓ］を計測し、これにより記録紙の長さＬ［ｍ］＝Ｖｔを算出す
る方法である（例えば、特許文献１参照）。
【００２０】
　また、次のようなものもある。すなわち、該センサにより算出された記録紙の伸縮率を
算出し、該伸縮率に基づいて合成画像形成モード及び両面画像形成モード時における２回
目以降の画像データを補正する。そして、該補正データに基づいて２回目以降の画像形成
を行う方法である（例えば、特許文献２参照）。
【００２１】
　第２の例（従来例２）としては次のものである。すなわち、記録紙の種類毎の伸縮率テ
ーブルを予め記憶しておき、記録紙の搬送路上における環境温度、記録紙の温度等、各種
パラメータの値に基づいて記録紙の伸縮率を算出する。そして、両面画像形成モード時に
おける２面目の画像データを補正し、該補正データに基づいて２面目の画像形成を行う方
法である（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平１０－２１８４２７号公報
【特許文献２】特開平０３－１２３１７４号公報
【特許文献３】特開２００１－２８２０５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかしながら、上記従来例１においては、画像形成装置における実際の記録紙の搬送速
度がローラ偏心等により速度ムラが生じており、予め設定された搬送速度と一致しない場
合があるため、正確な長さの算出、伸縮率の算出ができないという問題がある。
【００２３】
　また、従来例２においては、記録紙の画像形成状態、例えばトナーののり量、含有水分
量等による伸縮率のバラツキを、記録紙の伸縮率の算出に正確に反映させることができな
いという問題がある。
【００２４】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、記録紙の搬送速度の速度ムラや記
録紙の画像形成状態に因らず、より精度よく記録紙の伸縮率を算出することが可能な画像
形成装置及びその制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、以下の構成を備える。
【００２６】
　（１）同一の記録媒体に対して、像担持体上に形成された現像剤像の転写、定着を複数
回行う画像形成動作が可能な画像形成装置において、前記記録媒体の搬送路上での位置を
検知する複数の位置検知手段と、前記位置検知手段の検知結果に基づいて、第１の記録媒
体サイズとして前記定着前の記録媒体サイズを、第２の記録媒体サイズとして前記定着後
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の記録媒体サイズをそれぞれ算出するサイズ算出手段と、前記第１及び第２の記録媒体サ
イズから定着前後における記録媒体の伸縮率を算出し、該伸縮率に基づいて画像形成動作
を制御する制御手段とを有することを特徴とする画像形成装置。
【００２７】
　（２）同一の記録媒体に対して、像担持体上に形成された現像剤像の転写、定着を複数
回行う画像形成動作が可能な画像形成装置の制御方法であって、前記記録媒体の搬送路上
での位置を検知する位置検知工程と、前記位置検知工程における検知結果に基づいて、第
１の記録媒体サイズとして前記定着前の記録媒体サイズを、第２の記録媒体サイズとして
前記定着後の記録媒体サイズをそれぞれ算出するサイズ算出工程と、前記サイズ算出工程
において算出された第１及び第２の記録媒体サイズから定着前後における記録媒体の伸縮
率を算出する伸縮率算出工程と、前記伸縮率算出工程において算出された伸縮率に基づい
て画像形成動作を制御する制御工程とを含むことを特徴とする画像形成装置の制御方法。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、記録紙の搬送速度の速度ムラや記録紙の画像形成状態に因らず、より
精度よく記録紙の伸縮率を算出することが可能な画像形成装置及びその制御方法を提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づいて説明する。
【００３０】
　ただし、この実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置等は
、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもので
はない。
【実施例１】
【００３１】
　本実施例に係る画像形成装置について、レーザビーム露光方式を用いた電子写真方式の
画像形成装置を例に、図１から図５を用いて説明する。
【００３２】
　図１は、本実施例に係る画像形成装置における記録紙サイズ検出部１００の概略構成図
である。図１は記録紙搬送路の対向面から見た状態を示している。また、図４は画像形成
部及び記録紙サイズ検出部１００の主要部のブロック図であり、図５は本実施例に係る画
像形成装置の概略構成図である。
【００３３】
　図５に示すように、本実施例に係る画像形成装置は、両面搬送路の下流位置に記録紙サ
イズ検出部１００を備える。しかしながら、記録紙サイズ検出部１００の配設位置は特に
これに限定されず、画像データを生成する際に、記録紙の伸縮率を反映可能な位置（タイ
ミング）に存在していればよい。本実施例に係る画像形成装置においては、記録紙サイズ
検出部１００により、後述する記録紙サイズ検出方法で記録媒体としての記録紙のサイズ
を検出する。
【００３４】
　１．記録紙サイズ検出方法
　記録紙サイズ検出部１００は、位置検知手段としての画像読取素子であるエリアセンサ
を備える。本実施例においては、エリアセンサＡ１０１、エリアセンサＢ１０２、エリア
センサＣ１０３と３つのエリアセンサを備える。エリアセンサＡ１０１、Ｂ１０２、Ｃ１
０３は、素子サイズに応じた所定エリアにおいて、記録紙からの反射光量により記録紙の
位置を検知可能である。また、エリアセンサＡ１０１、Ｂ１０２、Ｃ１０３は、不図示の
駆動制御部により制御される駆動手段としての駆動部によって、記録紙サイズ毎に予め設
定された記録紙の角部を検出可能な所定位置に、画像形成動作が開始される前に配置され
る。
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【００３５】
　記録紙検知センサ１０４は、エリアセンサＡ１０１、Ｂ１０２、Ｃ１０３により記録紙
の位置検知を行う記録紙検知エリア１０５の記録紙搬送方向上流側に配置され、記録紙の
通過を検知する。記録紙は、搬送ローラ１０６に懸架されて駆動される搬送ベルト１０７
により搬送される。
【００３６】
　続いて、エリアセンサＡ１０１、Ｂ１０２、Ｃ１０３による記録紙の「角部」の検出方
法について、エリアセンサＢ１０２の拡大図である図２（ａ）及び（ｂ）を用いて説明す
る。
【００３７】
　エリアセンサＢ１０２は、本実施例では８×８画素で構成され、画素毎に記録紙の有無
を検知可能である（エリアセンサＡ１０１、エリアセンサＣ１０３についても同様）。そ
の際、エリアセンサＢ１０２により読み取られた画像データに対して、エッジ強調画像処
理を行うことにより、より確実に記録紙の「角部」を検知することが可能となる。
【００３８】
　図２（ａ）、（ｂ）に示すようにエリアセンサＢ１０２において、Ｘ軸を記録紙搬送方
向と水平に、Ｙ軸を記録紙搬送方向と垂直に設定する。エリアセンサ右上を原点座標（ｘ
，ｙ）＝（０，０）とした場合、図２中黒塗り部分を記録紙とすると、図２（ａ）に示す
ように、図１の記録紙（Ａ）の場合における記録紙の「角部」座標は（３，４）となる。
また図２（ｂ）に示すように、記録紙が斜行している図１の記録紙（Ｂ）の場合における
記録紙の「角部」座標は（３，２）となる。
【００３９】
　各エリアセンサで検知された記録紙の「角部」座標は、記録紙のサイズを算出するため
に、サイズ算出手段としてのサイズ算出部４０１によりエリアセンサＡ１０１の原点座標
を原点とした座標に換算される。エリアセンサＡ１０１、Ｂ１０２、Ｃ１０３で検知され
た「角部」座標Ａ（ｘａ，ｙａ）、Ｂ（ｘｂ，ｙｂ）、Ｃ（ｘｃ，ｙｃ）は、それぞれ以
下のように換算される。
【００４０】
　Ａ（ｘａ，ｙａ）＝Ａ（ｘａ，ｙａ）
　Ｂ（ｘｂ，ｙｂ）＝Ａ（ｘｂ，Ｌｍ＋ｙｂ）
　Ｃ（ｘｃ，ｙｃ）＝Ａ（Ｌｓ＋ｘｃ，ｙｃ）
【００４１】
　ここで、ＬｍはエリアセンサＡ１０１の原点とエリアセンサＢ１０２の原点とのＹ軸方
向における距離であり、ＬｓはエリアセンサＡ１０１の原点とエリアセンサＣ１０３の原
点とのＸ軸方向における距離である。
【００４２】
　そして、換算された記録紙の３つの「角部」座標Ａ（ｘａ，ｙａ）、Ａ（ｘｂ，Ｌｍ＋
ｙｂ）、Ａ（Ｌｓ＋ｘｃ，ｙｃ）に基づいて、記録紙サイズが以下の算出式に基づいて算
出される。
【００４３】
　主走査方向ＸのサイズをＰｓ、副走査方向ＹのサイズをＰｍとすると、

となる。
【００４４】
　このように、本実施例の記録紙サイズ検出方法では、所定のタイミングで同時に３つの
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エリアセンサにより記録紙の「角部」座標を検出する。そのため、記録紙を搬送中であっ
ても、記録紙搬送速度の速度ムラの影響を排除した記録紙サイズの算出が可能となる。エ
リアセンサによる記録紙の「角部」座標の検出タイミングは、例えば、記録紙検知センサ
１０４が記録紙の通過を検知してから、記録紙の搬送速度に基づいて定められる所定時間
経過後等である。
【００４５】
　２．記録紙サイズ検出及び画像補正手順
　続いて、本実施例における記録紙サイズ検出及び画像補正手順について、図３に示す動
作制御フローチャートを用いて説明する。
【００４６】
　まず、画像形成を行う記録紙サイズに応じて、エリアセンサＡ１０１を基準として、エ
リアセンサＢを図１中Ｙ軸方向に、エリアセンサＣを図１中Ｘ軸方向に移動させ、所定位
置に停止させる（ステップＳ３０１）。このとき、エリアセンサＢ１０２、エリアセンサ
Ｃ１０３の検出対向面には、各々の記録紙サイズの停止位置に、エリアセンサにて検出可
能な不図示の「＋」マークが予めマーキングされている。「＋」マークは、例えばエリア
センサＢ１０２、Ｃ１０３の検出対抗面の搬送ベルト１０７にマーキングされている。移
動されたエリアセンサＢ１０２、エリアセンサＣ１０３は、該「＋」マークの交差点を検
出することにより、基準エリアセンサＡ１０１との位置調整を行う（ステップＳ３０２）
。該マークの形状は特にこれに限定されない。
【００４７】
　次に、画像形成及び定着前の記録紙を搬送し、上述の記録紙サイズ検出方法によりサイ
ズ算出部４０１により第１の記録紙サイズとしてＰｍ１、Ｐｓ１を算出し、記憶する（ス
テップＳ３０３）。本実施例においては、記録紙サイズ検出部１００が両面搬送路上に存
在するため、最初の記録紙に対しては画像形成部による画像形成及び、定着を行わない。
【００４８】
　そして、第一の記録紙サイズが記憶された記録紙は再度画像形成部に送られ、第一面目
の画像形成及びそれに続く定着が行われる。その後、再度記録紙サイズ検出部１００に搬
送され、第２の記録紙サイズとして、Ｐｍ２、Ｐｓ２が算出、記憶される（ステップＳ３
０４）。
【００４９】
　続いて、算出された第一の記録紙サイズＰｍ１、Ｐｓ１と第二の記録紙サイズＰｍ２、
Ｐｓ２に基づいて、制御手段としての制御部４００により記録紙の伸縮率Ｃｍ、Ｃｓを算
出する。伸縮率Ｃｍ、Ｃｓは以下の式に基づいて算出される（ステップＳ３０５）。
【００５０】
　Ｃｍ＝Ｐｍ２／Ｐｍ１
　Ｃｓ＝Ｐｓ２／Ｐｓ１
【００５１】
　このようにして算出された伸縮率Ｃｍ、Ｃｓに基づいて、制御部４００が第２面目ある
いは第２回目以降の画像形成における画像データの伸縮率補正を行い、補正された画像デ
ータに基づいて、画像形成動作制御を行う（ステップＳ３０６）。
【００５２】
　２枚目以降の記録紙については、記録紙サイズが変更されない限り１枚目の記録紙と同
サイズの記録紙である。そのため、画像形成、定着前の第１の記録紙サイズＰｍ１、Ｐｓ

１を固定値とする。そして、記録紙毎に画像形成後の第２の記録紙サイズＰｍ２、Ｐｓ２

を算出、記憶し、記録紙毎の伸縮率Ｃｍ、Ｃｓを算出する。このように、伸縮率は各々の
記録紙毎に常に更新されるため、記録紙の画像形成状態、例えば画像形成時におけるトナ
ーののり量、含有水分量の違い等に因る伸縮率のバラツキの影響を回避することが可能と
なる。
【００５３】
　３．画像補正方法
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　続いて、上述の方法により算出された伸縮率Ｃｍ、Ｃｓに基づいて行う画像補正方法の
一例を説明する。
【００５４】
　本実施例に係るレーザ光学ユニットを有する画像形成装置において、静電潜像を形成す
る画像データの画素サイズは、主走査方向（図１におけるＸ軸方向）については、半導体
レーザ６０２をオフ、オンする駆動周波数ｆｍに基づいている。また副走査方向（図１に
おけるＹ軸方向）については、回転多面鏡６０５の回転速度Ｖに基づいている。半導体レ
ーザ６０２及び回転多面鏡６０５は、制御部４００が半導体レーザ６０２及び回転多面鏡
６０５の駆動クロックを各々に与えることで制御されている。
【００５５】
　したがって、上述の方法により算出された伸縮率Ｃｍ、Ｃｓに基づいて出力画像データ
の補正を行う場合は、以下の算出式に基づいて半導体レーザ６０２の駆動周波数ｆｍと、
回転多面鏡６０５の回転速度Ｖを決定する。そして、決定された駆動周波数ｆｍ及び回転
速度Ｖで、第２面目あるいは第２回目の画像データ出力が行われる。
【００５６】
　第２面目あるいは第２回目の画像形成時の半導体レーザ６０２の駆動周波数をｆｍ２、
回転多面鏡６０５の回転速度をＶ２とすると、
　ｆｍ２＝Ｃｍ×ｆｍ１

　Ｖ２＝Ｃｓ×Ｖ１

となる。ここで、ｆｍ１、Ｖ１は記録紙に伸縮が生じていない場合、つまり第１回目の画
像形成時の半導体レーザ駆動周波数及び回転多面鏡回転速度であり、これが初期値となる
。駆動周波数ｆｍ及び回転速度Ｖを変化させる制御を行う制御部４００は、ｆｍ２、Ｖ２

に対して十分速い周波数により駆動している。
【００５７】
　以上説明したように本実施例によれば、両面あるいは合成画像形成機構を有する画像形
成装置において、搬送中の記録紙を停止させることなく、記録紙の搬送速度の速度ムラを
排除して記録紙サイズを測定することができる。また記録紙の画像形成状態に因る伸縮率
のバラツキの影響を排除することができる。これにより、第２面目あるいは第２回目以降
の画像形成における画像倍率補正精度が向上し、第１面目と第２面目のレジ合わせ精度を
向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】実施例１に係る画像形成装置における記録紙サイズ検出部の概略構成図
【図２】（ａ）、（ｂ）はエリアセンサの拡大図
【図３】記録紙サイズ検出及び画像補正手順を説明する動作制御フローチャート
【図４】画像形成部及び記録紙サイズ検出部の主要部のブロック図
【図５】画像形成装置の概略構成図
【図６】実施例１及び従来例に係る画像形成装置のレーザ光学ユニットの概略構成図
【図７】従来例に係る画像形成装置の概略構成図
【符号の説明】
【００５９】
１００　記録紙サイズ検出部
１０１、１０２、１０３　エリアセンサ（位置検知手段に対応）
１０４　記録紙検知センサ
１０５　記録紙検知エリア
１０６　搬送ローラ
１０７　搬送ベルト
４００　制御部（制御手段に対応）
４０１　サイズ算出部（サイズ算出手段に対応）
５０５　感光体ドラム（像担持体に対応）
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